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日
本
国
民
の
多
く
が
楽
し
み

に
し
て
い
る
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ

イ
ー
ク
の
最
中
、
次
期
参
議
院

選
の
日
技
連
盟
推
薦
者
で
あ
る

日
本
歯
科
技
工
士
連
盟
中
西
し

げ
あ
き
会
長
が
、
鳥
取
、
島
根
、

山
口
、
広
島
、
岡
山
、
高
知

（
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
時
局
講
演
会

を
含
む
）
各
県
歯
科
技
工
士
連

盟
等
へ
次
期
参
議
院
選
挙
に
お

け
る
支
援
要
請
の
た
め
訪
れ

た
。筆

者
（
日
技
広
報
担
当
常
務

衛
藤
勝
也
）
は
、
鳥
取
と
島
根

に
同
行
し
た
の
で
、
紙
面
を
お

借
り
し
報
告
す
る
。

四
月
二
十
九
日
午
後
一
時
に

中
西
候
補
予
定
者
は
鳥
取
空
港

に
降
り
た
。
そ
の
後
、
休
む
暇

も
な
く
鳥
取
市
内
に
お
い
て
、

日
本
歯
科
技
工
士
会
会
長
と
し

て
「
日
本
歯
技
」
に
掲
載
す
る

昭
聞
庵
の
対
談
の
た
め
、
県
内

の
若
い
歯
科
技
工
士
三
名
（
男

性
二
名
、
女
性
一
名
）
と
対
談

さ
れ
た
。
参
加
者
は
中
西
会
長

と
の
対
談
と
あ
っ
て
少
々
緊
張

気
味
で
あ
っ
た
が
、
一
時
間
を

経
過
し
た
こ
ろ
に
は
い
い
内
容

の
対
談
が
で
き
、
最
後
は
全
員

で
昨
秋
行
わ
れ
た
日
技
創
立
五

十
周
年
記
念
式
典
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を

鑑
賞
し
た
。

そ
の
後
、
車
で
約
一
時
間
か

け
て
倉
吉
市
に
移
動
、
午
後
六

時
よ
り
倉
吉
市
シ
テ
ィ
ー
ホ
テ

ル
に
て
「
第
二
十
二
回
放
射
線

技
師
総
合
学
術
大
会
及
び
第
三

回
日
韓
台
学
術
大
会
イ
ン
米
子

決
起
集
会
」
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
、

日
本
放
射
線
技
師
会
熊
谷
和
正

会
長
、
鳥
取
県
放
射
線
技
師
会

穐
山
恒
雄
会
長
を
始
め
と
す
る

中
国
地
方
の
放
射
線
技
師
会
会

長
な
ど
百
数
十
名
と
と
も
に
参

加
し
た
。
本
連
盟
か
ら
は
中
西

候
補
予
定
者
の
ほ
か
、
鳥
取
県

技
連
盟
川
島
環
会
長
及
び
筆
者

が
参
加
し
た
。

熊
谷
和
正
会
長
は
挨
拶
の
中

で
『
二
十
一
世
紀
の
医
療
と
福

祉
を
支
え
る
会
』
の
発
足
に
つ

い
て
説
明
し
、
次
期
参
議
院
選

の
医
療
と
福
祉
を
支
え
る
会
の

組
織
内
候
補
者
と
し
て
中
西
し

げ
あ
き
候
補
予
定
者
の
名
前
を

挙
げ
壇
上
へ
と
案
内
し
た
。

中
西
し
げ
あ
き
候
補
予
定
者

は
「
保
険
・
医
療
・
福
祉
を
支

え
る
我
々
専
門
職
が
力
を
合
わ

せ
て
、
現
場
に
お
け
る
問
題
点

を
改
善
す
る
た
め
、
我
々
の
声

を
政
治
の
場
に
届
け
た
い
」
と

会
場
に
支
援
を
訴
え
た
。

そ
の
後
、
熊
谷
和
正
会
長

は
「
次
々
回
に
は
放
射
線
技

師
連
盟
よ
り
候
補
者
を
擁
立

し
た
い
」
と
の
決
意
を
述
べ

た
。乾

杯
の
後
、
中
西
し
げ
あ

き
候
補
予
定
者
は
会
場
の
全

員
、
一
人
ひ
と
り
と
挨
拶
、

握
手
を
し
て
回
り
、
多
く
の

出
席
者
よ
り
暖
か
い
応
援
と

激
励
の
言
葉
を
頂
い
た
。

パ
ー
テ
ィ
ー
も
終
盤
に
差

し
迫
っ
た
こ
ろ
、
鳥
取
県
技

連
盟
川
島
環
会
長
が
放
射
線

技
師
会
の
皆
さ
ん
に
押
さ
れ

て
、
ガ
ン
バ
ロ
ー
コ
ー
ル
を

行
っ
た
。
こ
の
ガ
ン
バ
ロ
ー

コ
ー
ル
は
大
変
迫
力
が
あ
り

会
場
は
最
高
に
盛
り
上
が
り
、

な
ん
と
会
場
か
ら
ア
ン
コ
ー

ル
の
声
も
あ
っ
て
、
盛
会
の

う
ち
に
散
会
と
な
っ
た
。

三
十
日
は
朝
よ
り
倉
吉
市

か
ら
米
子
市
へ
と
車
で
移
動
。

午
前
中
は
会
員
及
び
未
入
会
員

に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
支
持
を

訴
え
た
。
昼
食
時
、
鳥
取
県
技

連
盟
所
属
の
会
員
の
ご
子
息
を

中
西
候
補
予
定
者
が
抱
き
上
げ

記
念
写
真
を
撮
影
、
リ
ラ
ッ
ク

ス
さ
れ
た
ひ
と
と
き
で
あ
っ

た
。午

後
は
川
島
会
長
と
別
れ
、

島
根
県
技
連
盟
吉
村
広
和
氏
、

安
部
良
理
事
長
の
案
内
で
松
江

市
へ
と
車
で
移
動
、
松
江
で
は

数
箇
所
の
会
員
、
支
援
者
、
議

員
の
お
宅
を
訪
問
し
支
持
を
お

願
い
し
た
。

午
後
六
時
よ
り
松
江
ス
テ
ィ

ッ
ク
ビ
ル
に
て
会
員
二
十
数
名

で
集
会
を
開
催
。
中
西
候
補
予

定
者
は
参
議
院
の
結
果
次
第
で

我
々
の
環
境
は
大
き
く
変
わ
る

と
説
明
さ
れ
、
二
時
間
の
間
に

は
出
席
者
よ
り
質
問
も
あ
り
、

意
義
深
い
会
合
と
な
っ
た
。

五
月
一
日
の
朝
、
筆
者
は
中

西
候
補
予
定
者
と
別
れ
た
が
、

中
西
候
補
予
定
者
は
本
連
盟
小

村
純
二
総
務
（
島
根
県
技
連
盟

会
長
）
と
島
根
県
を
精
力
的
に

回
り
支
援
を
要
請
さ
れ
た
と
聞

い
て
い
る
。

そ
の
後
、
中
西
候
補
予
定
者

は
五
日
ま
で
、
山
口
、
広
島
、

岡
山
、
高
知
へ
と
支
持
を
訴
え

訪
問
さ
れ
た
。

中
西
候
補
予
定
者
の
気
力
、

体
力
、
精
神
力
に
は
頭
が
下
が

る
思
い
で
あ
る
。
ま
さ
に
超
人

的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
だ
。
し
か

し
、
残
り
約
一
年
、
中
西
候
補

予
定
者
に
は
我
々
歯
科
技
工
士

の
代
表
と
し
て
頑
張
っ
て
頂
き

た
い
。
そ
し
て
、
会
員
を
は
じ

め
と
す
る
歯
科
技
工
を
業
と
す

る
皆
さ
ん
は
、
そ
の
活
動
を
支

え
、
業
界
を
良
く
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

今
回
の
訪
問
で
本
当
に
た
く

さ
ん
の
会
員
の
皆
様
、
放
射
線

技
師
会
の
皆
様
に
お
世
話
に
な

っ
た
。
改
め
て
こ
の
場
を
借
り

御
礼
申
し
上
げ
る
。

中西しげあき次期参院選組織内推薦候補者、
中国・四国地方各県に支援を要請!!

中西しげあき次期参院選組織内推薦候補者、
中国・四国地方各県に支援を要請!!

▼会員ご子息と記念撮影、ホッとする一瞬でした

▲ガンバローコール  in 倉吉

島
根
の
会
員
の
皆
様
と

鳥
取
の
会
員
の
皆
様
と

放
射
線
技
師
総
合
学
術
大
会
懇
親
会
に
て
熊
谷
会
長
と
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新
会
社
法
が
、
本
年
５
月
１
日
に
施
行
の
運
び
と
な
っ

た
。
こ
れ
ま
で
商
法
第
２
編
、
有
限
会
社
法
、
商
法
特
例

法
な
ど
様
々
な
法
律
に
分
散
し
て
い
た
法
体
系
を
一
つ
に

ま
と
め
、
再
編
し
た
会
社
法
が
、
昨
年
６
月
29
日
に
成
立

（
通
称
、
新
会
社
法
）。
こ
れ
を
機
に
、
会
社
設
立
や
運
営

方
法
が
よ
り
柔
軟
で
選
択
肢
が
増
え
た
。
新
会
社
法
の
ポ

イ
ン
ト
は
、こ
れ
！

１
　
条
文
が
カ
タ
カ
ナ
か
ら
ひ
ら
が
な
に

２
　
起
業
が
簡
単
に
な
っ
た

３
　
Ｍ
＆
Ａ
（
合
併
と
買
収
）
が
柔
軟
に
な
っ
た

４
　
合
同
会
社
、
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
有
限
責
任
事
業
組
合
）、

会
計
参
与
の
新
設

１
　
有
限
会
社
の
廃
止

有
限
会
社
は
、
非
公
開
・
中
小
企
業
を
想
定
し
、
同

じ
有
限
責
任
タ
イ
プ
の
株
式
会
社
に
比
べ
て
簡
易
な
規

制
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
機
関
設
計
に
お

け
る
規
制
の
差
（
有
限
会
社
は
取
締
役
を
設
置
で
き
な

い
、
監
査
役
は
任
意
で
設
置
、
取
締
役
は
１
人
以
上
、

取
締
役
・
監
査
役
の
任
期
は
無
制
限
）
の
他
に
も
、
最
低
資
本

金
が
３
０
０
万
円
で
よ
い
（
株
式
会
社
は
１
０
０
０
万
円
必
要
）、

決
算
公
告
を
行
わ
な
く
て
よ
い
（
株
式
会
社
は
決
算
公
告
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
な
ど
の
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
有
限
会
社
は
株
式
会
社
に
比
べ
て
信

用
力
が
劣
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
小
規
模
の
企
業
で
あ
っ
て
も

株
式
会
社
の
形
態
を
選
択
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
実
態
と

し
て
有
限
会
社
と
は
差
が
な
い
株
式
会
社
が
増
加
し
て
い
ま
し

た
。こ

の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
新
会
社
法
で
は
、
有
限
会
社

制
度
を
廃
止
し
て
株
式
会
社
制
度
に
一
本
化
し
ま
す
。
さ
ら
に

株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
で
あ
り
な
が
ら

現
行
の
有
限
会
社
に
準
じ
た
簡
易
な
規
制
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ｑ

有
限
会
社
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
そ
う
で
す
が
、

既
存
の
有
限
会
社
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
。

Ａ

特
例
有
限
会
社
制
度
に
よ
り
、
新
会
社
法
施
行

後
も
有
限
会
社
の
商
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
株
式
会
社
の
商
号
を

使
用
す
る
通
常
の
株
式
会
社
に
移
行
す
る
こ
と

も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
す
。

ね
ら
い

新
会
社
法
で
は
、
会
社
類
型
の
選
択
の
硬
直
化
・
規
制

の
形
骸
化
を
踏
ま
え
て
、
有
限
会
社
制
度
が
廃
止
さ
れ
株

式
会
社
制
度
に
一
本
化
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
既
存
の
有
限
会
社
に
つ
い
て
は
「
特
例
有
限

会
社
制
度
」
が
適
用
さ
れ
、
引
き
続
き
「
有
限
会
社
」
の

商
号
使
用
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
規
律
を
維

持
す
る
た
め
の
必
要
な
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
へ
移
行
す
る
こ
と
で
、
株

式
会
社
の
商
号
を
使
用
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
有
限
会

社
制
度
に
準
じ
た
簡
易
な
規
制
を
選
択
す
る
こ
と
も
許
容

さ
れ
ま
す
。

●
有
限
会
社
の
新
設
は
で
き
な
く
な
る

新
会
社
法
施
行
後
に
会
社
を
設
立
す
る
場
合
は
、
特
例
有
限

会
社
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
有
限
会
社
を
新
設
す
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

特
例
有
限
会
社
制
度
に
よ
り
、
既
存
の
有
限
会
社
の
規
制
が

強
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
！

い
つ
で
も
通
常
の
株
式
会
社
へ
移
行
す
る
こ
と
が
可
能
！

●
特
例
有
限
会
社

Ｑ
特
例
有
限
会
社
と
な
る
た
め
に
は
、
何
か
手
続

が
必
要
で
す
か
。

Ａ

特
例
有
限
会
社
と
な
る
た
め
に
特
段
の
手
続
等

は
必
要
な
く
、
存
続
期
間
の
制
限
も
あ
り
ま
せ

ん
。

ね
ら
い

新
会
社
法
施
行
後
も
有
限
会
社
の
名
称
と
実
態
を
変
え

な
い
で
会
社
を
存
続
さ
せ
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し

て
、
新
会
社
法
で
は
特
例
有
限
会
社
制
度
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

既
存
の
有
限
会
社
は
、
新
会
社
法
の
施
行
に
よ
り
自
動

的
に
特
例
有
限
会
社
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
た

め
の
定
款
変
更
や
登
記
申
請
等
は
原
則
と
し
て
不
要
で
す
。

ま
た
、
特
例
有
限
会
社
と
し
て
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、

特
に
制
限
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

●
特
例
有
限
会
社
の
規
制

特
例
有
限
会
社
に
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
の
有
限
会
社
と

同
じ
規
制
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
一
部
次
の
よ
う
な
相
違
点
が

あ
り
ま
す
。

�
こ
れ
ま
で
50
名
と
さ
れ
て
き
た
社
員
の
員
数
制
限
が
廃
止
。　

最
低
資
本
金
制
度
も
撤
廃
。

�
新
株
予
約
権
や
社
債
の
発
行
が
可
能
に
。

�
特
例
有
限
会
社
と
し
て
存
続
す
る
の
に
、
特
別
な
手
続
は

不
要
！

●
特
例
有
限
会
社
の
法
的
位
置
付
け

特
例
有
限
会
社
は
、
会
社
法
上
は
株
式
会
社
と
な
り
、
経
過

措
置
で
「
有
限
会
社
」
の
商
号
の
継
続
使
用
や
従
前
の
規
律
の

維
持
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
位
置
付
け
に
な
り
ま
す
。
新
会
社

法
施
行
後
は
、「
有
限
会
社
の
定
款
」
は
「
株
式
会
社
の
定
款
」

に
、「
社
員
」
は
「
株
主
」
に
、「
持
分
や
出
資
口
数
」
は
「
株

式
や
株
式
数
」
と
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〈
株
式
会
社
数
と
有
限
会
社
数
〉

株
式
会
社
の
数
は
約
１
１
５
万
社
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
う
ち
資
本
金
３
億
円
未
満
の
会
社
が
約
１
１
３
万
社
（
株

式
会
社
の
98
・
３
％
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
株
式

会
社
の
大
半
は
中
小
企
業
が
占
め
て
い
ま
す
。

一
方
、
有
限
会
社
の
数
は
約
１
８
９
万
社
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
16
年
12
月
末
現
在
）

２
　
資
本
金
は
１
円
で
Ｏ
Ｋ

Ｑ

資
本
金
特
例
制
度
を
つ
か
っ
て
、
２
０
０
３
年
に
資

本
金
１
円
で
株
式
会
社
を
設
立
し
ま
し
た
。
新
会
社

法
で
は
、
資
本
金
が
１
円
で
も
い
い
と
聞
き
ま
し
た

が
、
私
の
よ
う
な
１
円
会
社
は
、
や
は
り
５
年
後
ま

で
に
資
本
金
を
１
、０
０
０
万
円
に
増
や
す
必
要
は
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

い
わ
ゆ
る
１
円
会
社
は
、
定
款
に
「
解
散
事
由
」
を

定
め
て
、
登
記
し
て
い
ま
す
。
新
会
社
法
の
施
行
後

に
、
こ
の
「
解
散
事
由
」
の
規
定
を
削
除
し
、
会
社

の
謄
本
か
ら
も
削
除
す
る
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
５
年
後
の
解
散
」
の
規
制
を
取
り
払
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

解
説

❶
現
行
法
に
よ
る
１
円
会
社

１
円
会
社
は
、
新
事
業
創
出
促
進
法
の
も
と
で
、
一
定
の

要
件
を
満
た
せ
ば
つ
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
の
商
法
で

は
、
最
低
資
本
金
の
規
制
が
生
き
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
「
特
例
」
措
置
な
の
で
す
。
こ
の
特
例
で
つ
く
ら

れ
た
株
式
会
社
は
、
資
本
金
を
１
、０
０
０
万
円
以
上
に
増
や

す
か
、
合
名
会
社
等
に
組
織
変
更
を
す
る
か
を
し
な
い
で
、

５
年
を
経
過
し
て
し
ま
っ
た
ら
会
社
を
解
散
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

❷
新
会
社
法
で
は
１
円
会
社
が
恒
久
化

「
株
式
会
社
を
つ
く
る
際
に
は
、
最
低
で
も
、
１
、０
０
０
万

円
を
資
本
金
と
し
て
払
い
込
ま
な
い
と
い
け
な
い
」
こ
の
常
識

が
、
新
会
社
法
で
は
く
つ
が
え
り
ま
す
。
新
会
社
法
で
は
、
株

式
会
社
（
施
行
後
に
は
、
有
限
会
社
は
つ
く
れ
ま
せ
ん
）
を
つ

く
る
に
あ
た
り
、
出
資
す
べ
き
額
に
つ
い
て
「
下
限
額
の
制
限

を
設
け
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、「
出

資
す
べ
き
額
は
い
く
ら
で
も
い
い
。
１
円
で
も
い
い
」
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

最
低
資
本
金
の
規
制
が
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
１
円
会
社
の
設
立
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
し
か
も
、
期

限
付
き
の
特
例
で
は
な
く
、
恒
久
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

❸
す
で
に
あ
る
１
円
会
社
は
ど
う
な
る
？

す
で
に
あ
る
１
円
会
社
に
つ
い
て
は
、
ど
う
な
る
の
か
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
す
。
特
例
を
受
け
て
つ
く
っ
た
会
社
は
、
設
立

の
時
に
作
成
し
た
会
社
の
定
款
に
「
資
本
金
を
増
や
せ
ず
、
組

織
変
更
も
し
な
か
っ
た
ら
、
５
年
を
経
過
し
た
と
き
に
解
散
す

る
こ
と
」
を
定
め
、
こ
れ
を
登
記
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

登
記
簿
謄
本
に
も
そ
の
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。資

本
金
を
増
や
す
こ
と
な
く
５
年
後
の
解
散
を
免
れ
る
た
め

に
は
、
新
会
社
法
が
施
行
さ
れ
た
ら
、
株
主
総
会
で
、
こ
の

「
解
散
の
定
め
」
を
定
款
か
ら
削
除
す
る
と
い
う
決
議
を
し
、

登
記
簿
か
ら
も
削
除
し
て
も
ら
う
よ
う
登
記
申
請
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
こ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
、
現
状
の
資
本
金
の
ま
ま

で
株
式
会
社
を
ず
っ
と
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。新

会
社
法
で
は
、
最
低
の
資
本
金
と
い
う
規
制
自
体
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
解
散
事
由
の
定
款
変
更
と
削
除
の
登
記
を
す

れ
ば
、
５
年
以
内
に
資
本
金
を
増
や
す
必
要
も
な
く
、
ず
っ
と

１
円
会
社
の
ま
ま
で
も
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
結
論
】

「
解
散
事
由
の
定
款
変
更
」
と
「
削
除
の
登
記
」
に
よ
り
、

資
本
金
１
円
で
株
式
会
社
を
続
け
ら
れ
ま
す
。

4 大特徴Point !
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新会社法での「株式会社」

新会社法

なし

任意で設置（※1）

取締役会を、置かない場合は1人以上（※1）

置く場合は3人以上

取締役　原則2年

監査役　原則4年

ただし、定款で定めればそれぞれ最大10年まで延長

可能（※1）

会計参与の設置が可能

発行可能
（特例有限会社も発行可能）

あり

あり

大会社（※2）　必ず設置

それ以外の会社　任意で設置

定款に置くことが可能（※1）

（※1）株式譲渡制限会社の場合
（※2）資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社
（※3）資本金1億円超5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社

特例有限会社と株式譲渡制限会社は、それぞれ次のような特徴があります。
❶特例有限会社のまま存続するメリット
取締役、監査役の任期に制限がない
決算公告義務がない
慣れ親しんだ商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコスト（名刺・看板・ハンコの変更費用等）も不要。

❷株式譲渡制限会社へ移行するメリット
対外的信頼性の向上が期待できる。
会計参与、会計監査人を設置できる。

➡

これまでの株式会社 これまでの有限会社

根拠法令 商法第2編、商法特例法 有限会社法

最低資本金 1,000万円 300万円

取締役会 必ず設置 設置できない

監査役 必ず設置 任意で設置

取締役の数 3人以上 1人以上

取締役・監査役の任期
取締役2年

制限なし
監査役4年

その他 −−−−−− −−−−−−

社債・新株予約権 発行可能 発行不可能

決算公告の義務 あり なし

あり

大会社（※2）
会計監査人制度 必ず設置 なし

中会社（※3）
任意で設置

株主ごとの異なる取扱いの定め 定款に置けない 定款に置くことが可能

３
　
取
締
役
は
１
人
で
よ
い
（
公
開
会
社
は
除
く
）

４
　
公
開
会
社
と
株
式
譲
渡
制
限
会
社

Ｋｅｙ
Ｗｏｒｄ

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
株
式
譲
渡
制
限
会
社

Ｑ
現
在
、
株
式
会
社
を
経
営
し
て
お
り
ま
し
て
、
名
目
上
３
人
の
取
締
役
を
置
い
て
い
ま

す
。
新
会
社
法
で
は
「
取
締
役
は
１
人
で
も
い
い
」
と
聞
い
た
の
で
す
が
、
本
当
で
し

ょ
う
か
？
そ
も
そ
も
「
株
式
譲
渡
制
限
会
社
」
っ
て
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

は
い
。「
株
式
譲
渡
制
限
会
社
」
な
ら
ば
、「
取
締
役
１
人
」
の
株
式
会
社
も
認
め
ら
れ

ま
す
。「
株
式
譲
渡
制
限
会
社
」
と
は
、
株
式
を
売
る
際
に
、
定
款
で
「
会
社
の
承
認
が

必
要
で
あ
る
」
と
定
め
て
あ
る
株
式
会
社
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
会
社
の
株
式
を
売
っ

て
は
い
け
な
い
会
社
で
は
な
く
、
会
社
の
株
式
を
売
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
の
と

き
に
は
「
会
社
の
承
認
を
得
る
」
と
い
う
制
限
が
あ
る
会
社
で
す
。

〈
参
考
〉

既
存
の
有
限
会
社
で
は
、
社
員
以
外
の
者
に
対
す
る
持
分
の
譲
渡
は
、
社
員
総
会
の
決
議
が
必

要
で
す
。
つ
ま
り
、
売
る
際
に
は
制
限
が
か
か
り
ま
す
。

解
説

今
度
の
大
改
正
で
は
、
株
式
会
社
の
取
締
役
や
監
査
役
の
数
、
任
期
等
に
つ
い
て
、「
株
式
譲
渡

制
限
会
社
」
か
「
そ
れ
以
外
」
か
に
区
分
し
て
取
扱
い
を
決
定
し
て
い
る
の
で
、「
株
式
譲
渡
制
限

会
社
」
は
今
回
の
大
改
正
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

❶
株
式
会
社
の
99
％
は
株
式
譲
渡
制
限
会
社

会
社
の
定
款
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
株
式
を
上
場
・
登
録
し
て
い
な
い
会
社
は
、
定
款
の
第
７

条
あ
た
り
に
「
当
会
社
の
株
式
を
譲
渡
す
る
に
は
当
会
社
の
取
締
役
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」
と
い
う
規
定
を
た
い
て
い
設
け
て
い
ま
す
。
こ
の
規
定
を
設
け
て
い
る
会
社
は
、
そ
の

こ
と
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
会
社
の
謄
本
に
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

❷
譲
渡
制
限
の
規
定
を
な
ぜ
設
け
る
の
か
？

株
式
は
自
由
に
売
買
で
き
る
の
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、
株
主
が
株
式
を
誰
か
に
売
っ
た
結
果
、

会
社
に
と
っ
て
迷
惑
な
人
物
が
新
た
に
株
主
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
こ
れ
を
阻
止
す
る
た

め
に
、「
株
式
譲
渡
制
限
」
の
規
定
を
定
款
に
定
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、

会
社
は
株
式
の
売
買
自
体
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

株
主
が
株
式
を
誰
か
に
売
却
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
会
社
に
そ
の
売
却
に
つ
い
て
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
会
社
が
そ
の
売
却
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
株
主
は
会
社
に
新
た

な
売
却
先
を
指
定
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

❸
譲
渡
制
限
会
社
に
つ
い
て
は
取
締
役
１
人
で
Ｏ
Ｋ

新
会
社
法
で
は
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
は
「
有
限
会
社
型
の
株
式
会
社
」
と
い
う
位
置
づ
け
に

な
り
ま
す
。
株
式
譲
渡
制
限
会
社
は
、
実
態
と
し
て
経
営
と
所
有
が
分
離
し
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
定
款
に
よ
っ
て
柔
軟
な
会
社
の
機
関
の
設
計
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

⑴
取
締
役
３
人
以
上
で
構
成
さ
れ
る
取
締
役
会
の
設
置
の
規
制
を
は
ず
し
て
、取
締
役
１
人
で

も
よ
い
こ
と
と
す
る
。こ
れ
に
よ
り
名
目
的
な
取
締
役
や
監
査
役
を
設
置
し
な
く
て
も
す
む
。

⑵
取
締
役
・
監
査
役
の
任
期
は
、
定
款
で
定
め
れ
ば
最
大
10
年
ま
で
の
任
期
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

【
結
論
】

上
場
会
社
を
目
指
す
わ
け
で
な
け
れ
ば
、
取
締
役
を
１
人
に
で
き
ま
す
。

５
　
合
同
会
社
（
日
本
版
Ｌ
Ｌ
Ｃ
）

有
限
責
任
社
員
の
み
で
構
成
さ
れ
る
新
た
な
会
社
類
型
「
合
同
会
社
」（
日
本
版
Ｌ
Ｌ
Ｃ
）
も
ス

タ
ー
ト
。

社
員
１
人
の
み
で
の
設
立
・
存
続
も
認
め
ら
れ
る
。
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
、
専
門
家
集
団

の
起
業
に
有
益
と
期
待
。

株式会社制度と有限会社制度の統合
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⑵ 実質一人会社の社長報酬の損金算入に係る適正化

[現行]
個人事業者が法人形態をとれば、オーナー社長報酬につき、法人段階で損

金算入、個人段階で給与所得控除が利用可能（「経費の二重控除」）。新会社
法で最低資本金要件等が撤廃、節税目的の法人成りが容易化。

[改正後]
実質一人会社*のオーナー社長報酬につき、給与所得控除相当分を、法人

段階で損金不算入とする。
※同族関係者で株式の90％以上保有し、常務に従事する役員の過半を占め
る会社

※適用除外:
❶所得（課税所得とオーナー社長報酬の合計額）が800万円以下の場合
❷所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合

改正の概要

⑴ いわゆる定期定額要件の緩和

[現行]
一月以内の期間を単位として、定期的に同一の額を支給する役員給与を損金算入

[改正後]
あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給する役員給与を損金算入（年2回のボーナス等）

あらかじめの定めがあれば損金算入可能

➡

➡

本年5月施行の新会社法において、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化
され、一方で最低資本金要件の廃止等により個人事業者が法人形態を選択すること
が容易化。このため、従来損金算入が認められていなかった臨時給与（ボーナス）

所得税法の一部が改正される!!
第164回通常国会で、所得税法等の一部を改正する等の法律案が可決成立した。
ここに注目すべき改正があるので報告する。

※役員給与の損金算入のあり方の見直し

について、あらかじめの定めがあれば損金算入を認めることとする一方、実質一人
会社（低所得の会社等を除く）について、節税目的の法人成りを抑制する観点から
損金算入方法を適正化する。

〈改正の効果〉中小企業のニーズに応じた役員給与の支給、節税のための法人成りの抑制が可能となる。
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損金不算入額
❶社長の役員報酬の支給額　　　　　　Ｂ　　　　　 円
❷給与所得の金額
6,600,000円 〜9,999,999円 → Ｂ×0.9−1,200,000　＝　　　　　　　　　 円

10,000,000円 〜 → Ｂ×0.9−1,700,000　＝　　　　　　　　　 円
❸ ❶−❷＝損金不算入額として加算（社外流出）

漓 滷 蕘
蕘

注意事項
赤字でも報酬が800万円超は適用あり
例　赤字でも社長報酬が800万円であると給与所得控除分（200万

円）が損金不算入となり、法人税が課税される場合がある。

対策として
�同族関係者以外の資本持分の11％以上を他人に出資してもらう
�同族関係者以外の常勤役員を増やす等

実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入のフローチャート

●
実
質
一
人
会
社
の
社
長
報
酬
（
給
与
所
得
控
除
分
）
が
損
金
算

入
で
き
な
く
な
る

実
質
一
人
会
社
の
オ
ー
ナ
ー
社
長
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
給
与

所
得
控
除
相
当
分
が
法
人
に
お
い
て
損
金
算
入
で
き
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

実
質
一
人
会
社
と
は
、
役
員
お
よ
び
同
族
関
係
者
等
が
発
行
済

株
式
総
数
の
90
％
以
上
を
保
有
し
、
か
つ
常
勤
の
役
員
が
過
半
数

を
占
め
る
会
社
を
指
し
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
損
金
算
入
で
き

ま
す
。

�
そ
の
同
族
会
社
の
所
得
金
額
と
オ
ー
ナ
ー
社
長
の
報
酬
の
合

計
額
の
直
前
３
年
以
内
の
平
均
額
が
年
８
０
０
万
円
以
下
の

場
合

�
そ
の
平
均
額
が
年
８
０
０
万
円
超
３
０
０
０
万
円
以
下
で
そ

の
平
均
額
に
占
め
る
社
長
報
酬
の
割
合
が
50
％
以
下
の
場
合

以
上
の
適
用
は
、
平
成
18
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年

度
か
ら
で
す
。

日
本
に
は
２
０
０
万
社
以
上
の
法
人
が
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は

同
族
会
社
と
言
わ
れ
て
い
る
。

特
筆
す
る
べ
き
は
、
会
社
が
赤
字
決
算
で
も
、
一
定
の
要
件
を

満
た
せ
ば
、
社
長
の
報
酬
の
一
部
が
会
社
の
所
得
と
な
り
、
法
人

税
が
課
税
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

詳
細
は
早
急
に
税
理
士
等
に
相
談
を
さ
れ
た
い
。
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オーナー役員の報酬の損金不算入によるシミュレーション計算書

平成18年度の税制改正で、同族会社のオーナー役員報酬の一部（給与所得控除額相当）が損金算入されなくなる法案が提出されました。
さて、あなたの会社にとって、負担が増えるかどうか。増えるとすれば、どれだけ増えるのか、計算してみて下さい。

計算してみよう

あなたは会社の持株の90％以上は、同族一族で所有していますか

ＹＥＳ ＮＯ�

下記表の❶〜❸、❺〜❼を数字で入力して下さい。 増税にはなりません

増税となる額の計算

�当期の役員報酬（主宰する役員） ❼876万円
�同上の給与所得控除額 �208万円
�増加する法人税等の計算 � 89万円

（給与所得控除額×実効税率43％）

左記入力データでは増税になります。下記の根拠ケースの※2）の⑴を
ご参照下さい。

※増加する法人税等は目安ですので実際の税額とは異なります。
※�は5ページの損金不算入額の求め方を参考にして下さい。

※会社利益で、欠損金のある期の場合は、マイナス入力して下さい。

会社利益 役員報酬 合計
（税引前） （主宰する役員）

Ａ．前々々期（3期前） ❶ 0 ❺ 876 ❾ 876

Ｂ．前々期（2期前） ❷ 544 ❻ 798 � 1,342

Ｃ．前期 ❸ 125 ❼ 876 � 1,001

Ｄ．合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）÷3 ❹ 223 ❽ 850 � 1,073.0

※1）適用されない場合 ⑴三期平均額（上記�）が、800万円以下の場合
⑵三期平均額（上記�）が、800万円超3000万円以下で、平均額に占める役員報酬（上記❽/�）が50％以下の場合

※2）適用される場合 ⑴三期平均額（上記�）が、800万円超3000万円以下で、平均額に占める役員報酬（上記❽/�）が50％超の場合
⑵三期平均額（上記�）が、3000万円超の場合

正確な増加する法人税等（法人税・法人住人税・法人事業税等）については、関与する
税理士等にご相談の上金額を求めてください。

➡

（単位：万円）

◉

節
税
目
的
の
会
社
設
立
に
待
っ
た
が
か
か
る

Ｑ
個
人
事
業
よ
り
も
、
会
社
を
設
立
し
て
役
員
給
与
を
と
る
方
が
、
節
税
に
な
る
と
聞
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
仕
組
み
な
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

会
社
に
し
て
役
員
給
与
を
と
る
と
、
給
与
所
得
の
概
算
経
費
が
つ
か
え
る
分
だ
け
、
節

税
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
度
の
税
制
改
正
で
、
こ
の
節
税
目
的
の
会
社
設
立
に

「
待
っ
た
！
」
が
か
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
法
人
税
に
「
役
員
給
与
の
給
与
所
得
控
除
相

当
額
損
金
不
算
入
」
と
い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
る
予
定
な
の
で
す
。

こ
れ
は
「
一
定
の
同
族
会
社
の
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
給
与
所

得
の
概
算
経
費
分
に
法
人
税
を
課
し
ま
す
よ
」
と
い
う
も
の
で
す
。

※
こ
の
改
正
は
、
新
し
く
設
立
す
る
会
社
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
中
小
企
業
に
も
関
係
し

ま
す
。

◉

「
役
員
給
与
」
の
税
制
改
正
、
対
応
策
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

Ｑ
「
役
員
給
与
の
給
与
所
得
控
除
相
当
額
損
金
不
算
入
」
と
い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
る
と

聞
き
ま
し
た
。こ
れ
は
非
常
に
痛
い
改
正
で
す
。で
き
れ
ば
適
用
を
避
け
た
い
も
の
で
す
。

既
存
の
中
小
企
業
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
か
ら
会
社
設
立
を
す
る
人

は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ

既
存
の
中
小
企
業
の
方
は
、
顧
問
税
理
士
と
じ
っ
く
り
相
談
の
上
、
必
要
で
あ
れ
ば
回

避
策
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
会
社
設
立
を
考
え
て
い
る
方
は
、
節
税
だ
け
が

目
的
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
法
人
成
り
」
に
つ
い
て
事
業
の
あ
り
方
も
含
め
て
、
再
検

討
し
ま
し
ょ
う
。

既
存
の
中
小
企
業
の
対
応
策

仮
に
適
用
対
象
法
人
な
ら
ば
、
業
務
主
宰
役
員
の
年
俸
１
、２
０
０
万
円
で
増
税
額
は
約
69
万
円

に
な
る
今
回
の
増
税
。
こ
れ
は
回
避
し
た
い
、
と
思
う
の
が
自
然
で
す
。
そ
こ
で
、
適
用
要
件
を

見
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
回
避
策
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
回
避
策
１
】
身
内
以
外
に
株
式
の
一
部
を
渡
す

同
族
関
係
者
等
以
外
の
人
に
、
株
式
の
10
％
超
を
譲
渡
ま
た
は
贈
与
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
譲

渡
時
の
価
格
が
適
正
（
時
価
）
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
実
態
が
伴
っ
た

譲
渡
で
あ
る
か
ど
う
か
も
ポ
イ
ン
ト
で
す
。（
譲
渡
契
約
書
、
取
締
役
会
議
事
録
、
譲
渡
対
価
の
授

受
な
ど
）
そ
の
後
、
き
ち
ん
と
税
務
申
告
（
株
式
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
等
）
も
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
株
主
権
を
譲
り
渡
す
の
で
す
か
ら
渡
す
相
手
は
慎
重
に
選
び
、
必
要
以
上
に
多
く
渡
し
す
ぎ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
親
類
以
外
で
あ
っ
て
も
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
等
一
定
の
人
へ
の
譲

渡
に
つ
い
て
は
、
同
族
関
係
者
等
へ
の
譲
渡
に
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
回
避
策
２
】
役
員
を
増
や
す

業
務
主
宰
役
員
等
が
「
常
務
に
従
事
す
る
役
員
」
の
半
数
以
下
で
あ
れ
ば
こ
の
規
定
の
適
用
除

外
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
従
業
員
の
中
に
経
営
上
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
人
が
い
れ
ば
、

そ
の
人
を
役
員
に
登
用
す
る
の
も
一
つ
の
手
で
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
必
ず
役
員
就
任
予
定
者
に
、

取
締
役
の
義
務
や
責
任
に
つ
い
て
説
明
し
、
承
諾
を
得
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

「
常
務
に
従
事
し
て
い
る
役
員
」
で
あ
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
、
名
目
だ
け
の
役
員
を
登

記
し
て
も
、
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
否
認
さ
れ
る
可
能
性
も
…

こ
れ
ら
の
回
避
策
は
、
形
式
も
実
質
も
満
た
し
な
が
ら
実
行
し
な
く
て
は
税
務
調
査
で
否
認
さ

れ
る
可
能
性
大
で
す
。
そ
の
た
め
、
節
税
本
や
節
税
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
ア
イ
デ
ア
に
安
易
に
飛

び
つ
か
ず
に
、
顧
問
税
理
士
等
に
よ
く
相
談
し
、
要
件
を
満
た
す
よ
う
慎
重
に
準
備
し
た
う
え
で
、

回
避
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。


